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Ｅ－20 
事前調査に関する記録の備え置きとは何ですか。 

（令和５年１月13日追加） 

【答】 

事前調査に係る工事を行う際は、事前調査に関する記録の写しを現場に備えおく必要があります。これ

は工事業者や行政の職員が石綿の使用箇所等を確認できるようにするためのものです。そのため”備え置く

”というのは、工事を行う業者や、行政の職員が確認できる状態であれば問題ありません。 
 記載事項については次のとおりです。 
 
（記録事項） 

・解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所（法人の場合は代表者の氏名） 

・解体等工事の場所 

・解体等工事の名称及び概要 

・事前調査の終了年月日及び事前調査の方法 

・解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日（一部の設備については建築材料を設

置した年月日） 

（以下、※は大気汚染防止法施行規則 第16条の５ 第１号イからホ に該当する場合は不要） 

・解体等工事に係る建築物等の概要※ 

・改造し、又は補修する作業の場合は、当該作業の対象となる建築物等の部分※ 

・調査者などの氏名（建築物の解体等工事の場合、令和５年10月１日から）※ 

・分析による調査を行ったときは、調査を行った箇所、調査者の氏名及び所属機関又は法人の 名

称※ 

・各建築材料が特定建築材料に該当するか否か（みなした場合はその旨）及びその根拠※ 

 


